
映
画

種
類 第

二

千

五

百

七

十

号

平

成

二

十

六

年

八

月

八

日

Ｎ
Ｙ
心
霊
捜
査
官

(原
題
)
D
ELIVER

U
S
FRO

M
EVIL

若
妻
む
っ
ち
り
し
た
肉
体

巨
乳
天
国
ナ
ー
ス
の
谷
間

婚
活
占
い
浴
衣
で
チ
ラ
リ

盗
撮
フ
ァ
ミ
リ
ー
母
娘
ナ
マ
中
継

女
体
銃
ガ
ン
・
ウ
ー
マ
ン
／
G
U
N
W
O
M
AN

背
徳
の
海
情
炎
に
溺
れ
て

題
名

等

(

金
曜
日)

ソ
ニ
ー
・
ピ
ク
チ
ャ
ー
ズ

新
東
宝
映
画

大
蔵

映
画

オ
ー
ピ
ー
映
画

オ
ー
ピ
ー
映
画

テ
ィ
・
ジ
ョ
イ

オ
ー
ピ
ー
映
画

配
給
会
社
名
等

目

次

告

示

○
有
害
興
行
の
指
定

(

私
学
振
興
・
青
少
年
課)

五
一
三
ペ
ー
ジ

○
土
地
収
用
法
に
基
づ
く
事
業
の
認
定

(

用

地

課)

五
一
四

○
道
路
の
区
域
変
更

(

道
路
維
持
課)

五
一
五

○
道
路
の
供
用
開
始

(

同

)

五
一
五

公

示

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
の
届
出
に
関
す
る
件

(

商
業
・
金
融
課)

五
一
六

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
処
分

(
農
地
整
備
課)

五
一
六

○
公
共
測
量
の
実
施

(
用

地

課)

五
一
六

告

示

岐
阜
県
告
示
第
五
百
一
号

岐
阜
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例(

昭
和
三
十
五
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
次
の
も
の
を
有
害
興
行
と
し
て
指
定
し
た
。

平
成
二
十
六
年
八
月
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
指
定
興
行

２
指
定
年
月
日

平
成
26年
８
月
８
日

３
指
定
理
由

著
し
く
性
的
感
情
を
刺
激
し
､
又
は
著
し
く
残
忍
性
を
助
長
す
る
た
め
､
青
少
年
の
健
全
な
育
成

平成26年８月８日 岐 阜 県 公 報 第２５７０号( 513 )

○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
六
年
八
月
八
日



を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
｡

岐
阜
県
告
示
第
五
百
二
号

土
地
収
用
法(
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
。
以
下｢

法｣

と
い
う
。)

第
二
十
条
の
規
定

に
基
づ
き
事
業
の
認
定
を
し
た
の
で
、
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
と
お
り
告
示
す

る
。

平
成
二
十
六
年
八
月
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

起
業
者
の
名
称

岐
阜
県
厚
生
農
業
協
同
組
合
連
合
会

二

事
業
の
種
類

岐
阜
県
厚
生
農
業
協
同
組
合
連
合
会
中
濃
厚
生
病
院
駐
車
場
整
備
事
業

三

起
業
地

１

収
用
の
部
分

岐
阜
県
関
市
西
本
郷
字
笹
島
及
び
同
市
東
本
郷
字
名
無
木
地
内

２

使
用
の
部
分

な
し

四

事
業
の
認
定
を
し
た
理
由

申
請
に
係
る
事
業
は
、
次
の
と
お
り
、
法
第
二
十
条
各
号
の
要
件
を
全
て
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ

る
た
め
、
事
業
の
認
定
を
し
た
も
の
で
あ
る
。

１

法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
へ
の
適
合
性

申
請
に
係
る
事
業
は
、
岐
阜
県
関
市
西
本
郷
字
笹
島
及
び
同
市
東
本
郷
字
名
無
木
地
内
に
お
け

る｢

岐
阜
県
厚
生
農
業
協
同
組
合
連
合
会
中
濃
厚
生
病
院
駐
車
場
整
備
事
業｣

(

以
下｢

本
件
事

業｣

と
い
う
。)

で
あ
る
。

本
件
事
業
は
、
岐
阜
県
厚
生
農
業
協
同
組
合
連
合
会
中
濃
厚
生
病
院(

以
下｢

本
件
病
院｣

と

い
う
。)

の
駐
車
場
を
拡
張
す
る
も
の
で
あ
り
、
法
第
三
条
第
二
十
四
号
に
掲
げ
る
医
療
法(

昭

和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号)

に
よ
る
公
的
医
療
機
関
に
関
す
る
事
業
に
該
当
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

２

法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
へ
の
適
合
性

本
件
事
業
の
起
業
者
で
あ
る
岐
阜
県
厚
生
農
業
協
同
組
合
連
合
会
は
、
経
営
管
理
委
員
会
に
お

い
て
、
本
件
事
業
の
施
行
を
決
定
し
て
お
り
、
か
つ
、
必
要
な
財
源
措
置
を
講
じ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
本
件
事
業
を
遂
行
す
る
充
分
な
意
思
と
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

３

法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
へ
の
適
合
性

一�
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益

本
件
病
院
は
、
中
濃
地
域
の
基
幹
病
院
と
し
て
、
高
度
化
・
多
様
化
す
る
医
療
需
要
に
対
し
、

救
急
医
療
及
び
災
害
医
療
か
ら
健
診
事
業
ま
で
の
総
合
的
な
医
療
を
提
供
し
、
地
域
医
療
を
支

え
て
い
る
。

平
成
十
二
年
に
、
現
在
の
所
在
地
で
あ
る
関
市
若
草
通
五
丁
目
地
内
へ
移
転
し
て
以
来
、
施

設
の
整
備
や
増
床
に
伴
い
、
中
濃
地
域
及
び
周
辺
地
域
か
ら
多
数
の
外
来
患
者
や
入
院
患
者
を

受
け
入
れ
て
お
り
、
医
師
、
看
護
師
等
の
病
院
職
員
に
つ
い
て
も
、
年
々
増
員
し
つ
つ
あ
る
。

さ
ら
に
、
平
成
二
十
七
年
に
は
、
入
院
医
療
体
制
の
充
実
を
図
る
た
め
に
新
棟
を
増
築
し
、

増
床
す
る
予
定
で
あ
り
、
今
後
も
病
院
利
用
者
及
び
病
院
職
員
の
一
層
の
増
加
が
見
込
ま
れ
て

い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
病
院
利
用
者
の
通
院
や
病
院
職
員
の
通
勤
の
交
通
手
段
と
し
て
、
自
家
用

車
が
多
く
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
現
在
、
恒
常
的
に
駐
車
場
が
不
足
し
て
い
る
状
況
に

あ
り
、
周
辺
道
路
や
病
院
敷
地
内
の
駐
車
禁
止
区
域
等
に
お
け
る
駐
車
が
発
生
し
、
道
路
の
安

全
な
交
通
及
び
救
急
車
両
に
よ
る
患
者
搬
入
の
妨
げ
に
な
っ
て
い
る
。

本
件
事
業
は
、
本
件
病
院
の
駐
車
場
を
拡
張
す
る
も
の
で
あ
り
、
完
成
に
よ
り
、
病
院
利
用

者
の
利
便
性
の
向
上
及
び
周
辺
道
路
の
交
通
状
況
等
の
改
善
が
図
ら
れ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
は
、
相
当
程
度
存
す
る
と

認
め
ら
れ
る
。

二�
失
わ
れ
る
利
益

起
業
地
の
周
辺
は
、
既
に
整
備
さ
れ
た
農
業
振
興
地
域
で
あ
り
、
本
件
事
業
は
、
新
た
に
動

植
物
に
影
響
を
与
え
る
改
変
を
伴
わ
な
い
こ
と
か
ら
、
動
植
物
に
与
え
る
影
響
は
軽
微
で
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
。

ま
た
、
起
業
地
に
は
、
文
化
財
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
四
号)

に
よ
る
周

知
の
埋
蔵
文
化
財
包
蔵
地
は
な
く
、
起
業
者
が
保
護
の
た
め
特
別
の
措
置
を
講
ず
べ
き
文
化
財

は
見
受
け
ら
れ
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
失
わ
れ
る
利
益
は
、
軽
微
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。
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道
路
の
種
類 県

道
道
路
の
種
類

路
線
名

富

加

坂

祝
線

路
線
名

区

間

加
茂
郡
坂
祝
町
黒
岩
字
北
ノ

前
八
六
五
番
一
地
先
か
ら

同

郡
同

町
同

字
村
前

四
〇
一
番
一
地
先
ま
で

区

間

後 前 区
域
変
更
前
後
別

延

長

(

メ
ー
ト

ル) �･�〜��･� �･�〜��･� 敷
地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)

供
用
開
始

の
期
日 ���･� ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か) 備

考

三�
事
業
計
画
の
合
理
性

本
件
病
院
が
所
在
す
る
関
市
は
、｢

関
市
第
四
次
総
合
計
画｣

に
お
い
て
、
地
域
医
療
体
制

及
び
救
急
医
療
体
制
の
整
備
促
進
を
図
る
と
し
て
お
り
、
本
件
事
業
の
事
業
計
画
は
、
こ
れ
に

即
す
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

ま
た
、
起
業
地
に
つ
い
て
も
、
申
請
案
と
他
の
二
案
と
を
社
会
的
、
技
術
的
及
び
経
済
的
な

面
か
ら
総
合
的
に
勘
案
し
て
選
定
さ
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
の
事
業
計
画
は
、
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
と
失
わ
れ
る
利
益
を
比

較
衡
量
す
る
と
、
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
は
失
わ
れ
る
利
益
に
優
越
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
土
地
の
適
正
か
つ
合
理
的
な
利
用
に
寄
与
す
る
も
の
と
認
め
ら

れ
る
た
め
、
法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

４

法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
へ
の
適
合
性

一�
事
業
を
早
期
に
施
行
す
る
必
要
性

３
一�
で
述
べ
た
よ
う
に
、
現
在
、
本
件
病
院
の
駐
車
場
が
不
足
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
周
辺

道
路
や
病
院
敷
地
内
の
駐
車
禁
止
区
域
等
に
お
け
る
駐
車
が
発
生
し
、
道
路
の
安
全
な
交
通
及

び
救
急
車
両
に
よ
る
患
者
搬
入
の
妨
げ
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
で
き
る
だ
け
早
期
に
解
消
を
図

る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

ま
た
、
平
成
二
十
七
年
に
は
、
新
棟
の
増
築
に
よ
る
増
床
が
予
定
さ
れ
て
お
り
、
駐
車
場
利

用
者
の
一
層
の
増
加
が
見
込
ま
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
を
早
期
に
施
行
す
る
必
要
性
は
高
い
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

二�
起
業
地
の
範
囲
及
び
収
用
又
は
使
用
の
別
の
合
理
性

本
件
事
業
に
係
る
起
業
地
の
範
囲
は
、
本
件
事
業
の
事
業
計
画
に
必
要
な
範
囲
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
。

ま
た
、
収
用
の
範
囲
は
、
全
て
本
件
事
業
の
用
に
恒
久
的
に
供
さ
れ
る
範
囲
に
と
ど
め
ら
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
収
用
又
は
使
用
の
別
に
つ
い
て
も
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
土
地
を
収
用
す
る
公
益
上
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
た
め
、

法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

５

結
論

以
上
の
と
お
り
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
各
号
の
要
件
を
全
て
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

五

法
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
図
面
の
縦
覧
場
所

関
市
役
所
建
設
部
建
設
総
務
課

岐
阜
県
告
示
第
五
百
三
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
六
年
八
月
八
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
可
茂
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
八
月
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
五
百
四
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
六
年
八
月
八
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
可
茂
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
八
月
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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一
般
国
道

二
百
五
十

六
号

加
茂
郡
東
白
川
村
神
土
字
中
山
二

七
八
八
番
一
地
先
か
ら

同

郡
同

村
同

字
下
中
山

二
七
八
〇
番
三
地
先
ま
で ���･�

平
成
��･�･�
平
成
��･�･��

公

示

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
の
届
出
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
の
新
設
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
届
出
書
等
は
平
成
二
十
六
年
八
月
八
日
か
ら
四
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商
業
・
金
融

課
及
び
東
濃
振
興
局
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

ま
た
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ

き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
示
の
日
か
ら
四
月
以
内
に
岐
阜
県
に
対
し
意
見
書
を

提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
六
年
八
月
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

届
出
年
月
日

平
成
二
十
六
年
七
月
三
十
一
日

二

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

Ｎ
Ｅ
Ｘ
Ｃ
Ｏ
中
日
本
開
発
株
式
会
社

株
式
会
社
オ
ー
ク
ワ

三

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

(

仮
称)

テ
ラ
ス
ゲ
ー
ト
土
岐

土
岐
市
土
岐
ヶ
丘
四
丁
目
五
番
三

外

四

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
日

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日

五

店
舗
面
積

七
、
九
六
三
平
方
メ
ー
ト
ル

六

駐
車
場
の
収
容
台
数

五
三
六
台

七

荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積

二
五
三
平
方
メ
ー
ト
ル

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
処
分

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、

県
営
土
地
改
良
事
業
下
呂
北
部
地
区
桜
洞
上
段
工
区
の
換
地
処
分
を
平
成
二
十
六
年
七
月
三
十
一
日
に

し
た
の
で
、
同
法
第
八
十
九
条
の
二
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に

よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
八
月
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
美
濃
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、

同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
八
月
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

美
濃
市

二

作
業
種
類

公
共
測
量(

道
路
三
次
元
デ
ー
タ
計
測)

三

作
業
期
間

平
成
二
十
六
年
七
月
二
日
か
ら

同

二
十
七
年
一
月
十
三
日
ま
で
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四

作
業
地
域

美
濃
市

○
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
下
呂
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、

同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
八
月
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

下
呂
市

二

作
業
種
類

公
共
測
量(

デ
ジ
タ
ル
空
中
写
真
撮
影
、
写
真
地
図
作
成)

三

作
業
期
間

平
成
二
十
六
年
九
月
一
日
か
ら

同

二
十
七
年
三
月
六
日
ま
で

四

作
業
地
域

下
呂
市
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平
成
二
十
六
年
八
月
八
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


